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３ 章　 屋外広告物と デザイ ン

１  屋外広告物デザイ ンの心がまえ

　 ３  依頼内容の整理

２  広告主と の協議

　 屋外広告物は広告主の意向で設置さ れる「 個」 の広告物ですが、 設置さ れた瞬間から 街の景観を 創る

重要な要素であり 、「 公共」 の一部になる こ と を 忘れてはいけません。 広告主、製作者、行政が一体と なっ

て、 地域に受け入れら れる よ う な広告物を 作成する こ と を 心がけなく てはなり ません。

　 また、屋外広告物の必須条件と し て「 機能性」「 審美性」「 経済性」があり ますが、デザイ ン にあたっ ては「 機

能性」 と 「 審美性」 が大き な構成要素と なり ます。

　 広告主の依頼（ 要望） に沿っ て、 屋外広告物の計画を 行います。 まず、 2 章の法令チェ ッ ク シート に

従い規制地域等の確認を し ます。 規制地域によ り 規制が厳し い場所がある ため、 注意が必要で す。 広告

主の依頼が規制内容に抵触する 場合、 依頼内容の修正を 求めな ければなり ません。 規制地域の制限を 超

える 屋外広告物を 設置し たい場合、 静岡市屋外広告物審議会での審議が必要と なる ので、 担当課への相

(1 )　 広告主へ伝えなければなら ないこ と

　 屋外広告物は、 原則、 許可申請が必要です。 自治体から 何も 言われな いから 大丈夫、 落下事故を 起こ

し ていないから と いっ て大丈夫ではあり ません。 さ ら に、 自治体によ り 定めら れた規制地域があり ます。

特別規制地域では、 一般広告が不可と なり ます。 広告主が掲出し たいから と 言っ て、 特別規制地域に一

般広告を 掲出する こ と はでき ません。 広告主に対し て、 説明が必要な項目は以下の通り です。

・ 規制地域、 掲出でき る 屋外広告物かどう か等の詳細

・ 自身の会社が掲出でき る 屋外広告物の説明

・ 広告主が既存建築物へ壁面広告や突き 出し 看板を 希望し た場合、 屋外広告物業のみの登録業者では

   設置でき ません。 既存建築物へ固定する 場合、原則、その建築物の設計者への確認が必要と なり ます。

・ 建設業法によ る 請負金額制限等がある こ と 。

  自身の会社で対応ができ ない場合、 依頼辞退を 検討する 必要があり ます。

(2 )　 コ ンプラ イ アンスの徹底

　 広告主を 欺いて契約を 締結し た場合、 詐欺罪や横領罪が適用さ れる 可能性があり ま す。 広告主への説

明を 怠たり 、 自身の会社で掲出する こ と のでき ない広告物を 請け負っ た場合や、 広告主と 共謀し た場合、

自治体によ り 告発さ れる 可能性があり ます。 その場合、 行政罰（ 業登録の取り 消し 等）、 刑事罰を 受けな

ければなり ません。 社会的には、 違反の事実が報道さ れ、 広告主と と も に社会的信頼と 信用の失墜を 招

く こ と になり ます。
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　 ４  屋外広告物の規制

　 5 表現と 訴求

談が必要と なり ます。 担当課では、 広告主から の依頼直後から 、 手続き 、 設計施工に関する アド バイ ス

を 行います。 不明な点、 わから ないこ と があっ たら 、 お問合せく ださ い。

   広告主の依頼から 、 図形やフ ォ ン ト 等表示面のデザイ ン 、 施工場所、 施工期間、 設置にかかる 費用の

算出等を 行い、 検討結果を 広告主に伝えなければなり ません。

(1 )　 色彩規制

　 本市において色彩規制のかかる 広告景観整備地区は以下の通り です。

      加えて、 民間と 連携し た清水港・ みなと 色彩計画への協議が必要な地域があり ます。

(2 )　 規制地域

　 本市の屋外広告物規制は、 第１ 種特別規制地域、 第２ 種特別規制地域、 第１ 種普通規制地域、 第２ 種

普通規制地域の４ つの規制があり ます。 詳し く は P15 を 参照し て下さ い。

　 ・ 三保半島広告景観整備地区

　 ・ 東静岡駅周辺広告景観整備地区

　 ・ 御幸通り 周辺広告景観整備地区

　 ・ 恩田原・ 片山地区屋外広告景観協定の広告景観協定地区

(1 )　 機能性

① 掲出地の特性

 　 屋外広告物は、 歩行者または車や電車など、 移動中の公衆に向け発信さ れます。 従っ て、 見る 場

所の特性を 考慮し たデザイ ン が必要と なり 、 以下の特性について十分に理解する 必要があり ます。

　 ・ 地域の特性　 繁華街なのか、 歴史的地区、 住宅地かなど、 地域の性格。

　 ・ 道路の特性　 幹線道路なのか、 歩行者中心かなど、 どこ から 広告物が見ら れる のか。

　 ・ 見る 人の特性　 通勤者なのか、 観光客なのか動線はどう かなど、 誰がどう 見る のか。

② 情報の整理

  移動時に人の目が 1 箇所に留まる のは、 0 .3 秒前後と さ れています。 その一瞬で読み取れる 文字数

は最大 15 文字と いわれています。 本当に伝えたいこ と は何なのかを 十分に吟味し 、 その優先順位を

考慮し 、 メ リ ハリ を つける 必要があり ます
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３ 章　 屋外広告物と デザイ ン

③ 視認性と 判読性

　 屋外広告物に求めら れる 機能に、「 誘目性」「 視認性」「 可読性」 があり ます。 　 誘目性と は、 目を

引き そこ に何かがある と いう こ と が分かる こ と 。

　 視認性と は、 そのも のが標識なのか、 看板なのかなど 、 区別がつく こ と 。 可読性はその情報が読め

る こ と 。 特に可読性については距離と 文字の大き さ （ 文字高） に相関関係があり 、 図を 参考に文字の

大き さ を 決めます。

(2 )  審美性
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① 景観への親和性

　 3 章冒頭で述べた通り 、 広告効果を 高める には、 地域に受け入れら れる よ う な広告物を 目指

し ます。 従っ て、　 地域の特性に合わせ、 一般的な商業地区では企業のアイ デン ティ ティ を、 伝

統的な地区では公益性を優先さ せる など、 景観と 調和する デザイ ンを 心がける 必要があり ます。

② 色　 彩

　 地区にかかる 色彩規制はも ち ろ ん、 色味の鮮やかさ を 決める 彩度、 明る さ を 決める 明度など

に注意し ながら 表示面の配色を 決めます。 派手な色同士を 組み合わせても 目立つと は限ら ず、

むし ろ 読みにく く なる こ と が あり ます。 一般的に、 背景と 図のコ ン ト ラ スト が強く なる ほど可

読性が高く なる ため、 明度差に注意する と よ いでし ょ う 。
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３ 章　 屋外広告物と デザイ ン

③書　 体

　 一般的に屋外広告物に使われる 書体は明朝系よ り も ゴシッ ク 系が読みやすいと さ れています。 ま

た、 文字の太さ と 可読性には相反関係があり 、 太い文字ほど イ ン パク ト はあり ますが、 文字が潰れ

て読みにく く なる ため、 広告物を 読ませたい距離に合わせ、 適切な太さ の書体を 選ぶこ と が大切と

なり ます。

(3 )　 訴　 求

①時　 間

　 人の記憶は、 感覚記憶、 短期記憶、 中期記憶、 長期記憶に分けら れる と さ れています。 屋外広告

物の目的は、 なる べく 長期記憶に近いと こ ろ まで印象付ける こ と にあり ます。 美的効果と 機能的効

果のバラ ン スが良く 、 情報量が適切で高機能な屋外広告物が、 時間的に長く 記憶さ れる も のである

と いえます。

②範　 囲

　 人の記憶に長く 刻まれる こ と によ り 、 その情報の伝播範囲が広く なる と いえます。 水準が低い屋

外広告物は、 人の記憶に残ら ないため伝播範囲が狭小と な る ため、 設置目的を 達成する こ と ができ

ません。
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４ 章　 屋外広告物の設計・ 積算

１  屋外広告物の種類

(1 )　 屋外広告物の形態

　 屋外広告物を 設置する 際の基礎と 地質（ 地耐力を 含む）、 基礎に固定さ れる 支柱（ 控えを 含む） と 盤面

の大き さ や形態は、 屋外広告物の安全を 確保する 上で、 重要な要素と なり 、 設計する 上で検討が不可欠

な部分と なり ます。

　 屋外広告物の設置場所と 形態は、 構造上の安全を 確保する 上で密接に関わっ ており 、 設計においても

重要な要素と なり ます。

　 基礎等と 形態を 区分する と 図のよ う に分類する こ と ができ ます。

屋外広告物

自立型

連続柱

塔型

列柱型

固定型

非固定型

基礎形（ 杭無）

基礎形（ 杭有）

堀立型（ 簪無）

堀立型（ 簪有）

建物上

単柱

壁面

置形

屋根有

壁無

依存型

塔屋

屋上

屋根

庇上

外壁面

開口部面

門堀面

上方

下方
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(2 )　 自立型

　 野立広告（ 建植看板と も いう ）等、建築物や工作物に設置し ないも のが自立型と なり ます。 自立型であっ

ても 、 立面的に重なる も の（ 他社設置の看板に溶接等によ り 後付けする も の） は設置でき ません。 既存

の野立看板基礎を 傷つけたり （ 器物損壊等にあたる 可能性があり ます）、 所定の大き さ の基礎を 設置でき

ない場合があり ます。

　 屋外広告物を 単独で設置する 場合、 地盤の締まり 具合、 場合によ っ ては地耐力を 確認し 、 その結果を

屋外広告物の設計に反映し なければなり ません。 ゆえ に、 屋外広告物独立基礎の隣に、 別の独立基礎を

設置する こ と はでき ません。 設置場所が地上であればその場所の地質を 把握し ておく こ と も 設計におい

て重要なこ と と なる 場合があり ます。

(3 )　 依存形

①建築物に関わる調整が必要な場合

ア　 新築（ 改築や増築を 含む） の場合

　 建築物の屋上や壁面の場合、 建築計画当初の範囲内において、 安全を 確認し た後、 設置する こ と

ができ ます。 建築計画当初の範囲を 超える 場合、 再度、 建築物の計算を やり 直し 、 安全を 確認する

必要があり ます。 屋根上に屋外広告物を 設置する 場合等、 部材ごと の一部計算では安全を 証明でき

ない可能性があり ます。 当初計画よ り 、 設置さ れる 屋外広告物の固定方法を 検討し 、 必要な部材等

の設計を 行わなければなり ません。

　 建築物に直接屋外広告物を 設置する 場合、 屋外広告物業者のみで建築物に設置する 屋外広告物の

安全を 判断する こ と はでき ません。 建築物に設置する 場合は、 建築物と 屋外広告物に作用する風圧力

や地震力を総合的に検証し なければなら ないため、設計に携わっ た建築士への確認が必要と なり ます。

　 特に建物の屋上のよ う な高所では、 防災上の注意も 必要と なり ます。 また、 風圧力や地震力は基

礎や取り 付け部分で負担し 、 最終的には建築物の部材で外力を 受ける こ と になり ます。

　 完成し た建築物の外壁に屋外広告物を 設置する 場合（ 当初設計で見込まれていない場合）、 あと

施工アン カ ーで固定する こ と を 検討する こ と になり ますが、 メ ーカ ー保証や国土交通大臣の認定に

係る 可能性が高く なる ため、 外壁へ加工を 加える こ と は難し く なり ます。 鉄筋コ ン ク リ ート 造の場

合、 当初から アン カ ーが設置さ れていない場所に鉄筋を 傷めず、 アン カ ー用の穴を 穿つこ と は、 ほ

ぼ不可能と いえます。

イ 　 既存建築物の場合（ 新築完了後を 含む）

　 新築の場合と 同じ く 、 原則、 屋外広告物業者のみでは建築物に屋外広告物を 設置する こ と ができ

ません。 こ れは、 建築基準法で定義する 工作物に該当する か、 該当し ないか、 と いう 問題ではなく 、

屋根及び外壁が主要構造部と し て建築基準法に建築基準法に定義さ れている こ と に起因し ます。 屋

根及び外壁に穴を 開け荷重を 増加さ せる ため、建築士の判断（ 主要構造部の変更） が必要になり ます。

こ れは、 建物所有者や広告主の意向であっ ても 、 確認し なければなり ません。

　 建築物に屋外広告物を 設置する 場合、外壁は建築基準法によ り 主要構造部と 定義さ れている ため、

JIS、 JAS、 国土交通大臣の認定を 受けた材料でなければ使用する こ と ができ ません。

　 さ ら に、 タ ッ ピ ン グビ スやド リ ルねじ 等は、 あと 施工アン カ ーに定義さ れています。 あと 施工ア

ン カ ーは、 国土交通省令第 1204 号によ り 大き な制限が加えら れている ため、 屋外広告物を 設置す

る ために規定外の材料を 使用する こ と はでき ません。 建築計画当初、 屋上看板や袖付看板設置を 想

定し アン カ ーボルト を 設置済の場合、 当初計画範囲内において、 屋外広告物を 設置する こ と ができ

ます。 やむを 得ない場合、 耐震補強工事の手法で、 安全確認を 行っ た場合は、 屋外看板を 設置する

こ と ができ る 可能性があり ます。 また、 建物    壁面や屋上に取り 付ける 場合は、 建物と 緊結する た

めの接合金物などの設計、 選択も 重要と なり ます。
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４ 章　 屋外広告物の設計・ 積算

　 屋外広告物設置工事は、 建築する 工程の最終盤になり ます。 そのため、 元請けから 離れて設置

する 、 建築士の現場管理から 離れて 設置する ケース が増えて いま す。 建築物への広告物設置は、

建築士の判断（ 主要構造部で ある 外壁への穴あけ、 固定金物の規格等） が必要にな る こ と から、

新築であっ ても 、 同様の取り 扱いと なり ます。 建築士と 元請けから 離れて 、 外壁に穴を 開ける 等

を 行っ た場合、 穴を 開けら れた材料の保証がなく なる 場合が予想さ れますので、 注意が必要です。

　 JIS のボルト ナッ ト を 使っ て挟む固定方法であれば、 建築士の了解のも と 、 設置でき る 可能性

が高く なり ます。 その際、 下地鉄骨、 鋼板によ り 外壁材を 挟む等、 建物部材への固定方法の検討、

現場工程に合わせた設置が必要と なり ます。 外壁、 屋根、 その他の主要構造部への固定は、 当初

設計の検討、 設計変更での検討が必須と なる ため、 建築士の判断が必要と なり ます。

　 元請けや設計管理の建築士がいなく なっ てから 独断で設置する こ と は、 建築基準法においても

違反行為と なる 可能性があり ます。

ウ　 工作物に関わる 調整が必要な場合

　 工作物の余力が確認でき ない場合、 工作物（ 側溝、 擁壁、 塀等） に依存し て屋外広告物を 設置

する こ と はでき ません。 設置目的の異なっ た工作物への固定は、 工作物への負担を かける ばかり

でなく 、 工作物の余力確認ができ ないケースが多く あり ます。 特に、 自治体が設置し た工作物へ

の屋外広告物設置は、 広告物設置が目的外と なる ため、 許さ れていません。

建築士が設計でき る 範囲 屋外広告物業者が設計でき る 範囲

建物側に属する接合部は、 建築士でなければ設計

するこ と ができ ない。

境界線

資格により 制限さ れる設計の範囲
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(1 )　 フ レ ームの設計

　 広告主の要望を も と に、 板面デザイ ン と フ レ ーム設計を 同時に進めます。 広告主の要望によ り 、 板面

が大き い場合、 フ レ ーム設計に大き な影響を 与えます。 事前に、 パタ ーン を 用意し て、 広告主と 協議す

る 方法も あり ます。 原則、 野立看板の場合、 建築基準法で は風速 32m/s、 屋外広告物法で は 25m/s 程

度に耐える も のが求めら れます。

(2 )　 安全性の確認

①共通事項

　 屋外広告物を 設置する 際、 周辺の安全性の確保、 地中の安全性の確保が必要です。 支柱が折れる 、

壁面看板が落下する と 、人や物に損害を 与える 可能性が高く なり ます。 折れない、落下し ないと いう 、

二次対策が必要と なり ます。

   
② 4 ｍ以下の広告物の安全確保

　 4 ｍを 超える 広告物は建築基準法の適用を 受け、 構造計算によ り 、 決めら れた基準の安全を 求め図

面化し 、 確認申請・ 検査と なり ます。 4 ｍ以下の看板は建築基準法の工作物には該当し ませんが、 静

岡市屋外広告物要綱に求める 安全確認が必要と なり ます。 汎用性、 経済性の観点から 、 建築基準法に

なら っ て、 同等の対応を する のが望まし いと 思います。 構造計算によ り 安全の根拠を 求め、 使用材料

も 準じ て対応する こ と が安全性確保において効率的な方法と なり ます。 安易に経験や勘で判断せず、

図面化し 、 製作・ 設置する こ と で安全の確保を 図る こ と が重要です。

(3 )　 建築物に設置する際の注意事項

　 建物所有者が承諾し ても 、 法令合致し なければ屋外広告物を 設置する こ と はでき ません。 建築物に係

る 建築基準法等の法令によ り 、 外壁への屋外広告物掲出は、 厳し く 制限さ れますので、 注意が必要です。

２  設計案の作成
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４ 章　 屋外広告物の設計・ 積算

３  構造計算

(1 )  　 構造計算の種類

　 屋外広告物、 特に、 野立広告物を 設置する 場合、 多く の場合、 構造計算が利用さ れます。 実物実験や

試験場での試験等、 構造計算に替わる 安全確認方法はあり ますで、 効率的、 経済的な構造計算が多用さ

れます。

　 屋外広告物の構造計算は、電柱方式、建築方式、土木方式があり ます。どの方式でも 安全確認でき ますが、

現場状況によ り 、方式が合致し ない場合があり ますので、事前に現場を 確認し 、特定する 必要があり ます。

(2 )　 野立看板の構造計算

　 ４ ｍ以下であっ ても 、 静岡市屋外広告物条例によ り 、 安全を 確認する 必要があり ます。 屋外広告物の

許可申請においては、工作物の確認申請で必要な接点強度や部材耐力確認を 求めており ません。一般的に、

電柱方式（ 支柱を 深く 埋め込む方法）、 建築方式（ 基礎形状によ り 抵抗力を 複合的に検討する 方法）、 土

木方式（ 基礎の重さ で抵抗する 方法） に分ける こ と ができ ます。 ど の方法であっ ても 、 風圧力と 地震力

の大き い数値を 採用し て、 採用し た力に耐える も のでなければなり ません。

(3 )　 建築物に係る構造計算

　 既存建築物に屋外広告物を 設置する 場合、 建築物の構造計算を 確認する 必要があり ます。 屋根上に乗

せる 場合、 屋根強度や屋根梁の確認が必要と な り ます。 現状から 、 自重が増加する 場合、 余力内で収ま

る こ と の確認が必要と なり ます。 設置時点の構造計算である こ と が必要です。

(4 )　 取付方法

　 既存建築物に屋外広告物を 設置する 場合、 取付方法の検討が必要と なり ます。 外壁や屋根に設置する

場合、 外壁や屋根は主要構造部にあたり ますので、 取付金物はＪ Ｉ Ｓ 規格ある いは国土交通大臣が認定

し たも のでなければなり ません。 ビ ス等は、 あと 施工アン カ ーに分類さ れる（ あと 施工アン カ ー協会資

料によ る ） ため、 国土交通省告示第 1024 号に従う 必要があり ます。
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４  設計図

(1 )　 設計図の作成

　 本市屋外広告物条例施行規則によ り 、 図面と 設計図及び仕様書（ 以下「 設計図等」 と する ） の提出を

求めています。 設計図等がなければ許可書は交付さ れません。 許可書は、 提出さ れた設計図等に基づき 、

屋外広告物を 設置する こ と が許可さ れたも ので、設計図等に忠実につく ら なく てはなり ません。そのため、

許可申請に添付さ れた設計図等は、 現場施工へ伝達さ れなければなら ず、 安全点検においても 活用さ れ

なければなり ません。 設計図等の諸元を 現場施工ある いは安全点検で活用する こ と は、 社会から 求めら

れる 最低限のモラ ルと なり ます。

令和４年度 屋外広告物講習会  建築基準法（工作物確認申請） 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通常、北を上にして作成します。 

※ 図面の縮尺は特に定められていませんが、通常、1/100 又は 1/200 

※ 基礎、上部が道路内に入っていないか確認してください。 

※ がけ等の影響は問題ないか確認してください。 
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４ 章　 屋外広告物の設計・ 積算
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(2 ) デザイ ンと の整合性

　 広告主の要望によ り デザイ ン さ れた広告と フ レ ームを 整合さ せなければなり ません。 フ レ ームの大き

さ 、 使われている 材料によ り 、 デザイ ン 面に影響を 与える 可能性があり ます。 事前に確認し なければな

り ません。

　

※ 高さ  20 ｍを超える場合は、 避雷設備（ 避雷針など） を明示。

※ 防火地域内に設置する場合は、 仕上げ材料（ 不燃材料） などの明示。  

※ 他の図面と の整合がと れているか確認し てく ださ い。
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５ 章　 屋外広告物の見積・ 契約

１  見   積

(1 )　 材料の見積（ 積算を 含む）

　 材料そのも のの価格で、詳細に見積書を 作成する 場合、材料費になる 項目と なり ます。 見積書作成前に、

材料の積算を 行います。 材種、 規格、 寸法等を 設計図と 仕様書のと おり 、 抽出し ます。 設計図と 仕様書

がない場合、 積算と 見積以降に進むこ と はでき ません。 他に施工事例がある 場合でも、 設計図と 仕様書

を 確認し た後、 見積書作成（ 積算を 含む） へ進みます。 積算と 見積書作成時に、 設計図と 仕様書を 変更

し てはいけません。 変更する 場合は、 設計者に確認し 承諾を 受けなければなり ません。 構造計算完了後

に材料等を 変更する と 、 材料の重さ や基礎寸法が変わる 可能性がある ため、 構造計算を やり 直すこ と に

なり ます。 広告主に渡す見積書には、 材種、 規格等を 記載し 、 詳細に説明する 必要があり ます。 他社と

の価格比較前提に、 価格の一式表示、 では誠意を 欠く こ と になり ます。

　 ウッ ド ショ ッ ク 等、 社会情勢の変化によ り 、 材料価格が増減する 場合があり ますので注意し なければ

なり ません。

(2 )　 施工費用の見積

　 人工と 材料費の合計で算出し ます。 その他、 仮設費用等の積算も 必要と なり ますので、 パタ ーン 化す

る 方法も 検討し てはいかがでし ょ う か。

1R $

工事代金 －
（上記金額には消費税は含まれておりません）

工事名 〇〇支店

工事内容 自立看板製作・設置工事

御見積条件 ××株式会社
備考 〇×支店

有効期限 見積有効期限 ３か月 とします 〒123-4567 〇〇県××市△△町123-45

Tel.123-456-7890(代) / Fax.123-456-7891

?

2024年1月23日

下記の通り御見積申し上げます。

御見積書

〇〇株式会社 御中
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※数量、 単価はサンプルです。 地域により 異なり ます。

※申請料は別途かかり ます。

Page　1

〇〇支店

内訳明細書

1R 名　　称 仕　　様 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

自立看板製作・設置工事

　新規自立看板製作費 式

【合計】

　自立看板建て方工事 式

Page　2

〇〇支店

内訳明細書

1R 名　　称 仕　　様 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

新規自立看板製作費

　支柱及び本体鉄骨加工 W3500×H2000　全高3900 NJ

　外装板加工・組込み SUS 0.8ｔ NJ

  鉄骨塗装 さび止め・中塗・上塗 NJ

　表示面製作 インクジェット出力加工 ㎡

　図面データ作成費 式

　製作諸経費 式

【小計】

自立看板建て方工事

　基礎工事 1000×1000×900　 基

　アンカー工事 ケミカルアンカー　M16 箇所

　設置工事　 人

　クレーン車 ５ｔ 台

　看板運搬費 台

　交通誘導員 名

　現場経費 式

【小計】

【合計】
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５ 章　 屋外広告物の見積・ 契約

(3 )　 安全点検の見積

    事前に用意し た設計図を も と に、 足場や高所作業者等の費用を 見込んで算出し ます。 劣化し ている 可

能性も ある ため、 簡単な修繕材料や道具も 見込んで算出し ます。

　 安全点検の際、 点検時のみ、 次回の点検ま で 安全性を 保障する 等、 依頼主と のト ラ ブ ル防止のため、

契約書で確認する 必要があり ます。
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２ 　 契   約

(1 )　 契約書の作成

　 広告主と 条件を 照合し た上で契約書を 作成し ます。 法令手続き はど ち ら が行う のか等、 明確に記載す

る 必要があり ます。 一般的に、 屋外広告業を 営むも のが、 手続き に慣れている 場合が多いため、 法令手

続き は屋外広告業を 営むも のが行う 旨、 明記し まし ょ う 。 手続き 明記を 避け、 広告主が行う 解釈のも と

で仕事する のは、 プ ロ と し て自覚を 疑われる こ と になり ますので注意し まし ょ う 。 静岡市屋外広告物安

全点検ガイ ド ラ イ ン と 本ガイ ド ラ イ ン に、 契約書のサン プ ルを 掲載し てあり ますので、 内容を 確認し て

から 使用し てく ださ い。

(2 )　 記載事項

　 責任範囲、 費用の支払い方法等、 明記し なければなり ません。 設置後の事故責任にも 大き く 関わっ て

き ますので、 事前に契約書によ り 、 取り 決めし ます。
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６ 章　 屋外広告物の手続き 申請

１  屋外広告物許可申請

(1 )　 許可申請書の作成

　 静岡市屋外広告物要綱の様式に従っ て、 申請書を 作成し ます。 屋外広告物の大き さ によ り 、 資格が必

要になり ますので注意が必要です。

規制が厳し い 規制が緩い

（ その他の広告物）

（ 道標・ 案内図板）

第 １ 種
特 別 規 制 地 域

第 2 種
特 別 規 制 地 域

第 １ 種
普 通 規 制 地 域

第 2 種
普 通 規 制 地 域

広告物総面積※５ ㎡以内は
許可申請不要

規制地域

広告物の
表示内容

自家広告 広告物総面積※
１ ０ ㎡以内は
許可申請不要

広告物総面積※
２ ０ ㎡以内は
許可申請不要

を ご確認く ださ い。

をご 確認く ださ い。

許可の個別基準 ❶　 ６

を ご確認く ださ い。許可の個別基準 ❶　 ６

許可の個別基準 ❷　 ６

申請不要の総面積を超えた場合、

敷地内すべての広告物の許可申請が必要です。

すべて許可申請が必要です。

すべて許可申請が必要です。

設置は不可です

自己の名称、 店名、 商
標等を表示する ため、
自己の営業所、 作業所
等に表示、 設置する 広
告物

案内広告

地図又は矢印を 使用し 、
案内対象ま での誘導を 図
る も の

一般広告

自家広告や案内広告に該
当し ないも の

※デジタ ルサイ ネージも 原則一
般広告と し て扱いま す。
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サブタイト ル

(2 )　 許可申請書の提出

　 自治体の屋外広告物条例等に基づき 、 許可申請書等、 自治体への手続き を 行わなければな り ま せん。

その際、 設計図や構造計算等によ る 安全確認は必須と なり ます。 経験や勘、 プ ラ イ ド を 持っ て仕事を し

ている から 大丈夫、 と いう 免除はあり ません。 経験や勘であれば、 経験値と いう データ を 積み上げ、 安

全性を 確認し なければなり ません。 プ ラ イ ド を 持っ て仕事を し ている のなら ば、 自治体への手続き はプ

ラ イ ド に含ま れな ければなり ま せん。 プ ラ イ ド を 持っ て 仕事を し て いる から 、 許可申請を 提出し な い、

と いう のは、 どこ に根拠がある のか不明と いう こ と になり ます。

図〇　 手続き フ ローチャ ート

【 静岡市の屋外広告物許可書の写し を掲載予定】

【 違反の現物写真を掲載予定】

設 置 計 画

事 前 相 談

許 可 申 請

審 査

手 数 料 入 金

許 可

設 置 完 了

管 理 ・ 点 検

許 可 期 間 満 了

堅牢な広告物の管理者設置届（ 様式第1 7 号）
（ 建築基準法の規定によ り 確認申請を 要する 広告物の場合）

関係法令の事前相談

納付書払い

許可書と 許可シールの交付

広告物に許可シールを 貼る

許可さ れた広告物の変更

広告物を 撤去

引き 続き 広告物を 表示

! "

案内図

配置図

設計図

意匠図

立面図

その他

カ ラ ー写真

手数料

敷地内の広告物の設置場所を 明記し てく ださ い。

特別規制地域内に案内広告を 設置する場合は、 表示する 方向及び設置場所から
案内対象までの経路を 確認する こ と ができ る 図書を 添付し てく ださ い。

①照明なし …５ ㎡ごと に1,290円（ 許可期間２ 年）

②照明あり …５ ㎡ごと に1,550円（ 許可期間２ 年）

　 （ 堅牢な広告物については許可期間３ 年と する こ と ができ ます。 その場合、 手数料は　

　  1 .5倍の額と なり ます。 ）

形状、 面積、 材料、 構造等を 明記し た、 工事用の図面及び仕様書を 添付し てく ださ い。

色彩・ 意匠を 示す図面を 添付し てく ださ い。

建築物を 利用し て設置する場合、 基準に適合し ている こ と がわかる 図面を 添付し てく ださ い。

周辺状況がわかる カ ラ ー写真を 添付し てく ださ い。

案内広告・ 一般広告の場合は「 土地使用承諾書の写し 」
道路にはみ出る場合は「 道路占用許可書の写し 」　 等

_—…

˝

※ は設置者の手続き

（ ※２ ）

（ ※1）

※1

※2

変更・ 改造許可申請
（ 様式第６ 号）

除却届
（ 様式第１ ３ 号）

更新許可申請
（ 様式第３ 号）

屋外広告物許可申請書（ 様式第1号の２ ） 　 添付書類（ 提出部数１ 部）

屋外広告物の設置には、 他法令の手続きが必要な場合があり ます。

・ 建築基準法（ 工作物の確認申請） → 建築指導課又は指定確認検査機関
・ 道路法（ 道路占用許可） 　 　 　 　   →　 所管する道路管理者
・ 道路交通法（ 道路使用許可） 　 　    →　 所管する警察署
・ 都市計画法（ 地区計画） 　 　 　 　    →　 都市計画課

施 工
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６ 章　 屋外広告物の手続き 申請

　 ２ 工作物の申請

(1 )　 工作物の確認申請

　 ４ ｍを 超える 場合、建築基準法にも と づく 、工作物の確認申請が必要と なり ます。 免除規定がないため、

４ ｍを 超えた時点で申請対象になり ます。

①　 屋外広告物の確認申請の根拠法令

■工作物の確認申請

　【 根拠条文】

　 　 建築基準法

　 　 　 第６ 条第１ 項（ 確認申請が必要な建築物等）

　 　 　 第 88 条第１ 項（ 指定さ れた工作物は建築基準法の対象である ）

　 　 建築基準法施行令

　 　 　 第 138 条（ 建築基準法の対象と なる 工作物やその規模等を 指定）

■工作物の完了検査

　【 根拠条文】

　 　 建築基準法

　 　 　 第７ 条第１ 項（ 工事を 完了し たら 完了検査を 受けなければなら ない）

② 　 確認申請の対象と なる屋外広告物

確認申請の対象と なる 屋外広告物については、 建築基準法施行令第 138 条の第 1 項第 3 号に　「 高

さ が 4 ｍを 超える 広告塔、 広告板、 装飾塔、 記念塔その他こ れに類する も の」 と 、 規定さ れています。

　 具体的には、 屋上広告、 野立広告、 壁面突出広告の 3 種類が主に該当し ます。

　 高さ の算定方法については下の図と おり です。 板面の大き さ だけでなく 、 広告板を 構成する 部材

すべてが高さ の算定の対象と なり ます。

建築物の屋根面
地盤面 地盤面

建築物

地盤面

建築物

H> 4m H> 4m

H> 4m

H> 4m

H> 4m
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③  工作物の確認申請から 完了検査までの流れ

工作物の確認申請から 完了検査までの流れは以下のと おり です。
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６ 章　 屋外広告物の手続き 申請

④　 工作物の確認申請の手続き

確認申請手続き 概要

確認申請手続き概要

申請物

〇確認申請書（建築基準法施行規則別記第 10 号様式）
〇確認申請添付図書（建築基準法施行規則第３条）

① 付近見取図
② 公図写し
③ 配置図
④ 平面図または横断面図
⑤ 側面図または縦断面図
⑥ 構造詳細図
⑦ 基礎伏図
⑧ 敷地断面図および基礎・地盤説明書
⑨ 使用構造材料一覧表
⑩ 施工方法等計画書
⑪ 構造計算書
⑫ 代理者が申請する場合には委任状

申請先
建築主事（静岡市 建築指導課）
指定確認検査機関（現在 23 機関）

申請部数 正本、副本 各１部（計２部）

申請時期
工事着手前

※申請前に屋外広告物等の許可について協議してください。
※確認済証の交付を受けなければ工事着手はできません。

確認に要する日数 受理した日から７日以内（不備がない場合）

手数料

〇確認申請 17,000 円/件
〇計画変更   9,000 円/件

※こちらは市に提出する場合の審査手数料です。審査機関により手
数料は異なりますので各機関にご確認ください。
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⑤  工作物の完了検査の手続き

完了検査手続き 概要

申請物 

〇完了検査申請書（建築基準法施行規則別記第 19 号様式） 
〇確認に要した図書 
 確認申請書の副本・確認済証（写） 
〇工事状況のわかる写真 
 基礎部分（配筋・出来形） 
 看板部分 

申請先 
建築主事（静岡市 建築指導課） 
指定確認検査機関（現在 23 機関） 

申請部数 １部 

申請時期 工事が完了した日から４日以内 

処理に要する日数 受理した日から７日以内に検査を実施 

手数料 
完了検査申請 21,000 円/件 

※こちらは市に提出する場合の審査手数料です。審査機関により手
数料は異なりますので各機関にご確認ください。 

 

 ⑥工作物の手続き違反に係る罰則

　 確認申請や完了検査を 怠っ た場合や虚偽の申請を し た場合、「 懲役１ 年以内又は 100 万円以下の罰

金」 が科さ れます。

罰則の対象者は、設計士や施工者だけでなく 、広告主や広告代理店なども 含まれる 可能性があり ます。

(2 )　 申請に係る 資格

　 工作物単体である 場合、 資格は必要と さ れません。 ４ ｍを 超える 工作物の構造計算は、 初心者では難

し いため、 設計士等への依頼を 検討する 必要があり ます。
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３  道路占用 ・ 道路使用許可

(1 )　 道路占用

　 設置する 場所が道路区域である 場合、 道路占用が必要と なり ます。 突き 出し 看板等、 上空で道路区域

を 占用する 場合も 占用が必要と なり ます。



（7,300円／㎡）
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4 
 

 

%

%



＠7,300円×6.33㎡＝46,209円（年額）

46,209円÷12×2＝7,701.5円→7,701円
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許可の更新について

看板の占用許可期間は５ 年以内と 定めら れており 、 満了日は５ 年度目の年度末までと なり ます。

例： 令和５ 年度中に占用開始の看板は、 令和 10 年３ 月３ １ 日まで。

　 占用期間最終年度（ ５ 年度目） の１ 月中に、 更新手続き の案内文を 占用者あて郵送し ますので、 引き

続き 占用し たい場合は、 案内に従っ て更新申請書を 提出し てく ださ い。

　 また、 更新の際に占用物件の安全確認を お願いし ています。 看板が道路上へ落下する などの事故を 未

然に防止する ため、 占用者が安全を 確認し 、 その結果を 書いて更新申請書と 一緒に提出し ても ら います。

危険な場合には撤去や修理も お願いする こ と になり ますので、 ご協力を お願いし ます。

　 更新申請があっ たも のについては、 内容を 審査のう え翌年度４ 月に許可書と 占用料の納入通知書を 郵

送し ます。

　 なお、 すでに看板を 撤去し たのに占用料の請求が来た、 と いう 事案が多く みら れます。

占用期間中に撤去（ 廃止）、 所有者変更などが発生し た場合には、 すみやかに所定の手続き を 行っ てく

ださ い。（ 下の「 各種手続き について」 参照）

R9/4/1 ～ R10/3/31  R8/4/1 ～ R9/3/31許可日～ R6/3/31

令和９ 年度

（ ５ 年度目）

R6/4/1 ～ R7/3/31 R7/4/1 ～ R8/3/31

令和５ 年度

（ 初年度）

令和６ 年度

（ ２ 年度目）

令和７ 年度

（ ３ 年度目）

令和８ 年度

（ ４ 年度目）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

・ 看板を新設する

・ すでにある看板の許可をと り たい

・ 許可済みの看板の大きさ を変えたい

・ 許可済みの看板がすでに無い

・ 許可済みの看板を撤去予定

・ 相続、 会社合併等ですでに申請者 ( 占用者 ) が変わっ ている

・ 相続、 会社合併予定

・ 看板の権利をすでに他の人に譲っ てある

・ 看板の権利を他の人に譲る予定

・ 会社名、 団体名、 代表者名が変わっ ている

・ 会社名、 団体名、 代表者名が変わる予定

（ エ、 オ以外の場合）

その他

道路占用許可申請書

（ 新規）

道路占用許可申請書

（ 変更）

道路占用廃止届

道路占用権利義務承継届

道路占用権利義務譲渡許可申請書

道路占用・ 施行承認変更届

お問い合わせく ださ い。

ケース 手続書類
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(2 )　 道路使用許可

　 屋外広告物を 設置する 際、 通過車両や歩行者を 回避さ せる 必要がある 場合、 道路使用許可の申請が必

要と なり ます。 １ か月程度の期間が必要と なり ますので、 事前に協議し なければなり ません。

(3 )　 河川占用

　 設置する 場所が河川区域である 場合、 河川占用が必要と なり ます。 当該河川の管理者への申請が必要

と なる ため、 国、 県、 市、 どの自治体が管理し ている のか、 事前に調査し なければなり ません。
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４ 　 地区計画等と の協議

(1 )　 地区計画

　 地区計画が定めら れている 地域があり ますので、 事前に調査が必要と なり ます。 静岡市の都市計画図

サイ ト で確認する こ と が可能と なっ ています。

(2 )　 色彩協議

　 静岡市内で、 色彩協議が必要な地域があり ます。 広告景観地域と みなと 色彩があり ますので、 それぞ

れ所管への問い合わせが必要と なり ます。
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